
皇
の
ガ
ー
タ
ー
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時
は
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九

O
六）

二
月
二
十
九
日
午
前
十
一
時
。
所
は
、
皇

居
の
正
殿
。
英
国
皇
帝
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世

の
甥
、
ア
l
サ
1
・
オ
ブ

・コ

ン
ノ
ー
ト

は
、
英
国
国
歌
を
伴
奏
に
玉
座
中
央
に
立

ひ
ざ
ま
ず

つ
正
装
姿
の
天
皇
に
接
近
し
て
、
脆
く
。

天
皇
が
前
に
出
し
て
い
る
左
足
の
膝
下
に
、

バ

ッ

ク

ル

〈

つ

巴

め

担
子
付
の
襖
帯
、
つ
ま
り
「
ガ
ー
タ
ー
」

を
つ
け
る
。
彼
は
、
次
に
立
ち
上
が
り
ガ

だ
い
巴
ゆ

l
タ
l
大
綬
や
ジ
ョ

ー
ジ
勲
章
を
天
皇
の

肩
に
か
け
、
星
章
を
そ
の
胸
に
掲
げ
る
。

天
皇
の
肩
に
外
衣
を
掛
け
た
後
、
頚
飾

章
を
首
に
纏
っ
て
、
帽
子
を
天
皇
に
渡
す
。

明
治
天
皇
は
、
こ
う
し
て
「
世
界
中
最
古

最
貴
」
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
勲
士
に
列
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
の
授
与
式
は
、
二

十
一
世
紀
の
今
か
ら
考
え
る
と
、

喜
劇
に

さ
え
見
え
る
が
、
当
時
の
英
国

・
日
本
両

政
府
に
と
っ
て
は
、
重
大
な
意
味
を
持
っ

た
。
明
治
政
府
は
、
早
く
も
明
治
十
四
年



s

ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
か
ら
ガ
ー
タ
ー

勲
章
が
も
ら
え
な
い
か
と
打
診
し
た
が
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
君
主
に
贈
呈
し
な

い
、
と
断
ら
れ
た
。
じ
つ
は
ト
ル
コ
、
ペ

ル
シ
ャ
の
君
主
な
ど
の
例
外
は
あ
っ
た
が
。

な
お

英
国
の
「
我
が
国
を
視
る
、
尚
東
洋
の
一

孤
島
に
す
ぎ
」
な
い
の
が
実
情
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
十
年
後
、
明
治
三
十
五
年

再現重量贈呈に来日したコンノート殿下の一行（毎日新聞社提供）

に
日
英
同
盟
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
、
エ

ド
ワ
ー
ド
七
世
は
、
天
皇
に
授
与
し
な
い
。

明
治
天
皇
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
叙
勲
が
決
定

す
る
の
は
、
日
本
が
日
露
戦
争
で
勝
利
を

収
め
、
そ
し
て
第
二
回
日
英
同
盟
協
約
が

調
印
さ
れ
て
か
ら
だ
っ
た
。

明
治
天
皇
は
勲
章
を
一
方
的
に
も
ら
っ

た
の
で
は
な
く
、
四
年
前
に
エ
ド
ワ
ー
ド

だ
い
〈
ん
い

き
っ

か

し
よ
う

七
世
に
大
勲
位
菊
花
章
を
授
与
し
て
い

た
。勲
章
は
、
こ
の
よ
う
に
近
代
国
家
の
君

主
が
贈
答
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

コ
ン
ノ

l
ト
が
明
治
天
皇
に
述
べ
た
よ
う

ゅ
う

ぎ

に
「
最
高
の
友
誼
の
表
彰
」
と
い
う
側
面

も
あ
る
が
、
勲
章
は
同
時
に
極
め
て
戦
略

性
が
高
い
。
授
与
式
が
国
家
聞
の
権
力
関

係
を
表
現
し
、
構
築
す
る
働
き
さ
え
す
る
。

近
代
日
本
が
国
際
的
な
諸
関
係
を
形
成
す

る
う
え
で
は
、
勲
章
贈
答
が
意
外
と
重
要

な
意
味
を
も
っ
。
天
皇
は
そ
こ
で
欠
か
せ

な
い
役
割
を
す
る
。
天
皇
と
外
交
を
考
え

た
時
に
勲
章
が
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

警
の
源
泉
」
と
し
て
の
明
治
天
皇

a
天
皇
が
文
明
的
君
主
と
認
め
ら
れ
、
そ

し
て
日
本
が
文
明
国
と
承
認
さ
れ
る
の
に

は
、
勲
章
制
度
が
欠
か
せ
な
い
。
明
治
政

き
ょ
く
巴
っ
し
よ
う

府
は
、
明
治
八
年
に
ひ
と
ま
ず
旭
日
章

し
よ
う
く
ん
き
ょ

く

だ

巴

ょ
う

を
定
め
た
。
翌
年
に
賞
勲
局
を
太
政

か
ん官

に
設
置
し
、
大
勲
位
菊
花
大
綬
章
お
よ

び
同
菊
花
章
を
新
た
に
制
定
す
る
。
日
本

の
勲
章
制
度
は
、
憲
法
発
布
直
前
の
明
治

二
十
一
年
に
さ
ら
に
改
革
さ
れ
、
新
た
な

勲
章
が
加
え
ら
れ
た
。
改
革
直
後
に
は
明
儲

治
天
皇
の
真
影
が
作
成
さ
れ
た
。
じ
つ
は
劃

勲
章
と
真
影
は
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
妖

天
皇
の
胸
に
勲
章
が
輝
く
真
影
は
、
ま
さ
胡

に
欧
州
君
主
同
様
に
「
栄
誉
の
源
泉
」
と

乱

し
て
の
天
皇
を
圏
内

・
海
外
に
ア
ピ
ー
ル
課

す
る
戦
略
で
あ
る
。

史交

天
皇
の
勲
章
贈
答
は
、
明
治
十
二
年
に
明

始
ま
る
。

天
皇
は
ま
だ
赤
坂
仮
皇
居
に
滞
切

在
し
て
い
る
。
同
年
五
月
に
ド
イ
ツ
の
ハ
四

イ
ン
リ
ッ
ヒ
親
王
が
海
軍
士
宮
と
し
て
日
貯

本
に
寄
港
し
た
。
五
戸
一
汁
仇
日
に
参
内
糊

す
る
親
王
を
天
皇
が
小
御
所
代
の
敷
居
際
平

で
迎
え
た
。
天
皇
は
、
自
ら
侃
用
し
て
い
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た
菊
花
勲
章
を
外
す
や
、
親
王
は
、
前
に

こ
く
し
ゅ
う
だ
い
巴
ゆ
し
よ
う

進
み
、
黒
鷲
大
綬
章
を
天
皇
の
肩
よ
り

か
け
、
黒
鷲
章
を
天
皇
の
胸
に
つ
け
た
。

ア

デ

ア

黒
鷲
大
綬
章
は
、
「
亜
細
亜
諸
国
帝
王
に

め
い
巴

は
未
嘗
て
贈
与
せ
ら
れ
ず
」
と
、
『
明
治

て
ん
白
う
き

天
皇
紀
』
が
い
う
通
り
で
、
画
期
的
な
イ

ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
親
王
が
六
月
に
再
度

参
内
す
る
と
、
天
皇
は
、
菊
花
大
綬
章
を

授
与
し
、
親
し
く
「
侃
用
の
方
を
示
し
た

ま
わ
」
っ
た
ら
し
い
。

天
皇
は
、
同
年
に

ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、

ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
等
の
皇
帝
に
大
勲

位
菊
花
大
綬
章
を
授
与
し
、
ロ
シ
ア
、
イ

タ
リ
ア
両
皇
帝
か
ら
勲
章
を
受
理
す
る
が
、

後
者
の
ア
ノ
ン
シ
ア
l
ド
勲
章
の
叙
勲
式

は
、
特
筆
す
べ
き
点
が
あ
る
。
ア
ノ
ン
シ

ア
l
ド
は
、
「
聖
母
マ
リ
ア
が
天
使
か
ら

神
の
子
キ
リ
ス
ト
を
懐
妊
し
た
こ
と
を
知

ら
せ
ら
れ
る
」
意
味
を
も
っ
し
、
叙
勲
資

格
は
、
本
来
「
高
貴
な
生
ま
れ
の
、
カ
ト

リ
ッ
ク
信
者
」
に
限
定
す
る
。
こ
の
よ
う

な
認
識
が
明
治
政
府
に
あ
っ
た
の
か
は
不

明
だ
が
。
今
－
つ
注
目
す
べ
き
は
、
儀
礼

そ
の
も
の
。
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
親
王
は
、
ア
ノ

ン
シ
ア
！
ド
勲
章
を
天
皇
の
胸
に
付
け
、

”ν品目
7綬

を
そ
の
首
に
か
け
た
。
す
る
と
、
「
従

兄
弟
た
る
の
契
約
を
結
ば
せ
ら
れ
し
に
由

そ
申
ぎ

り
其
儀
を
行
う
べ
し
」
と
述
べ
、
「
進
み

て
玉
体
を
だ
き
た
て
ま
つ
」
っ
た
。
親
王

が
天
皇
の
肩
を
抱
い
た
だ
け
な
の
か
、
接

き
ゅ
う

吻
を
し
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
宮

ち
ゅ
う
こ
も
ん
か
ん

中
顧
問
官
は
、
「
天
皇
の
態
度
は
ま
こ
と

に
立
派
に
あ
ら
せ
ら
れ
た
」
と
回
想
し
た
。

州
君
主
と
「
兄
弟
」
と
し
て
の
天
皇

一
八
八

0
年
代
（
明
治
十
三

1
二
十
二

年
）
に
入
っ
て
天
皇
が
勲
章
を
授
与
し
た

の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ

ラ
ン
ダ
、
ハ
ワ
イ
の
皇
帝
や
フ
ラ
ン
ス
大

統
領
等
々
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
帝
、

大
統
領
か
ら
も
さ
ら
に
勲
章
を
受
理
す
る
。

こ
の
勲
章
贈
答
は
、
天
皇
の
外
交
活
躍

の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
天
皇
は
、
頻
繁
に

は
い
は
ん
ち

外
国
人
に
謁
見
を
許
し
て
い
る
。
廃
藩
置

げ
ん県

直
後
か
ら
日
清
戦
争
前
ま
で
の
二
十
年

間
を
『
明
治
天
皇
紀
』
な
ど
で
見
る
と
、

外
国
人
の
謁
見
が
な
い
週
は
、
六
大
巡
幸

を
除
い
て
例
外
的
で
あ
っ
た
。
天
皇
ほ
ど

外
国
人
に
顔
を
合
わ
せ
た
明
治
時
代
の
日

ま
れ

本
人
は
、
希
だ
ろ
う
。
天
皇
が
謁
見
し
た

の
は
、
上
述
の
皇
族
や
貴
族
の
ほ
か
に
条

約
各
国
の
特
命
全
権
公
使
、
海
軍
艦
隊
司

令
長
官
、
グ
ラ
ン
ト
前
大
統
領
、
ロ
ー
マ

法
王
使
節
、
そ
し
て
法
律
、
財
政
、
医
学
、

工
学
、
軍
事
、
教
育
等
を
専
門
と
す
る
お

雇
い
外
国
人
等
々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
臨
時
謁
見
の
ほ
か
に
天
皇
主
体

の
担
棚
、
謁
見
も
品
川
九
つれ
た
。
正
月

（
四
方
節
）
、
二
月
の
紀
元
節
、
十
一
月
の

て

ん

ち

ょ

う

せ

っ

さ

ん

だ

い

せ

つ

天
長
節
と
い
う
三
大
節
な
ど
の
行
事
に

外
国
公
使
が
招
聴
さ
れ
る
の
は
、
一
八

が
い
む

八

O
年
以
降
だ
が
、
発
起
人
は
、
外
務

き
ょ
う
い
の
う
え
か
お
る

卿
井
上
馨
だ
っ
た
。
井
上
は
、
英
国
王

室
行
事
を
観
察
し
て
き
た
宮
内
省
の
長
崎

省
吾
の
報
告
書
に
刺
激
さ
れ
、
明
治
十

四
年
か
ら
の
新
年
宴
会
で
外
国
人
を
親
王
、

大
臣
、
参
議
、
卿
と
同
席
さ
せ
る
こ
と
に

し
た
。
天
長
節
の
日
比
谷
陸
軍
操
練
所
の

飾
隊
式
や
祝
宴
に
公
使
が
参
加
す
る
の
も
、

150 



「し所てにこ観土 同
焦f」外しれ菊？三 年
眉ぴを国ても会？：大 か
の、人い外（節 ら
急赤をた国十の で
」坂収。公一ほ あ
と仮容こ使月かる
さ皇すれの）に 。
れ居るら参が
た内たの加主観2
。にめ動を催桜f

鹿？新のき最さ会t
鳴t築「と大れ（
館2し御平のる四
がた会行狙が月
明。食しい、て

こ
れ
ら
の
動

明治16年に建設された鹿鳴館

治
十
六
年
に
で
き
る
の
は
、

き
の
延
長
線
上
で
あ
っ
た
。

日
本
が
独
立
の
主
権
国
家
と
し
て
列
強

に
認
め
ら
れ
、
不
平
等
条
約
の
改
正
を
実

現
す
る
た
め
に
、
天
皇
は
重
大
な
役
割
を

果
た
し
た
。
天
皇
が
文
明
的
な
君
主
で
な

い
か
ぎ
り
、
日
本
は
文
明
国
で
あ
り
え
な

い
。
天
皇
の
文
明
的
近
代
的
君
主
へ
の
変

身
が
明
治
政
府
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
と

な
る
。文

明
的
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
欧
州

の
君
主
の
「
兄
弟
」
た
り
う
る
存
在
と
し

て
の
天
皇
で
あ
る
。
天
皇
が
明
治
六
年
か

た
い
れ
い
ふ
く

ら
平
安
朝
の
大
礼
服
を
脱
ぎ
、
軍
服
に
着

ひ

げ

は

替
え
、
散
髪
を
し
た
り
、
髭
を
生
や
し
た

り
す
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
天
皇

に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
身
な
り
の
み
な
ら

ず
、
ま
っ
た
く
新
し
い
身
体
の
技
法
（
た

と
え
ば
握
手
）
で
あ
る
。
天
皇
の
、
赤
坂

仮
皇
居
、
そ
し
て
明
治
二
十
二
年
以
降
「
明

治
宮
殿
」
を
舞
台
と
し
た
外
交
儀
礼
的
行

為
は
、
天
皇
を
規
定
し
、
天
皇
の
近
代
的

身
体
を
形
成
す
る
効
果
が
あ
っ
た
。

天
皇
の
「
兄
弟
た
り
う
る
」
存
在
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
舞
台
は
、
日
本
国
内
だ
け
でば

ん

な
い
。
天
皇
は
、
廃
藩
置
県
直
後
か
ら
万ち

ん

国
公
法
に
な
ら
い
、
特
命
全
権
公
使
を
「
朕

み
よ
う
だ
い

の
名
代
」
と
し
て
条
約
各
国
に
派
遣
す
る
。

公
使
の
ほ
か
に
天
皇
に
よ
る
大
使
派
遣

い
わ
〈
ら
と
も

み

も
あ
る
。
欧
米
を
回
覧
し
た
岩
倉
具
視
大

と

し

ん

そ

え

巴

ま

た
ね
お
み

使
、
渡
清
し
た
副
島
種
巨
大
使
は
早
い
事

例
だ
が
、
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
も
の
が

多
々
あ
る
。
大
使
派
遣
に
は
ひ
と
つ
の
パ
鰐

タ
l
ン
が
見
え
る
。
そ
れ
は
、
欧
州
皇
帝
劃

の
生
誕
、
戴
冠
、
婚
礼
、
国
葬
な
ど
通
過
妖

き
め
し
ま
な
お
の
よ

1
J

儀
礼
へ
の
参
列
で
あ
る
。
鮫
島
尚
信
が
明
間

袷
十
二
年
乍
ス
ペ
イ
ン
皇
帝
の
婚
礼
式
に
、

u

e
uぎ
は
ら
さ
き
み
－

柳
原
前
党
が
明
治
十
四
年
に
ア
レ
キ
サ
漂

い

と
う
ひ
る
よ
み

じ

ン
ド
ル
二
世
の
国
葬
に
、
伊
藤
博
文
が
明
浬

治
十
六
年
に
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
三
世
の
戴
判

冠
式
に
天
皇
の
名
代
と
し
て
参
列
す
る
。
相

日
本
の
皇
室
は
、
欧
州
皇
族
の
血
族
関
回

係
は
ま
ね
で
き
な
い
が
、
「
各
国
君
主
と
ル

慶
弔
の
感
覚
を

射

し
、
吉
凶
の
礼
典
に
期

参
し
、
も
っ
て
各
国
を
し
て
我
国
の
欧
州
特

諸
国
主
と
同
交
社
会
に
あ
る
の
感
想
」
を
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持
た
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
明
治

政
府
が
こ
う
痛
感
し
だ
す
の
は
、
一
八
八

0
年
代
以
降
で
あ
る
。

ジ
ア
に
顔
を
向
け
る
天
皇

明
治
天
皇
が
重
大
な
役
割
を
果
た
す
の

は
、
欧
米
列
強
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み

で
は
な
い
。
明
治
政
府
は
王
政
復
古
後
か

し

ん

こ

〈

か

い

ち

つ

巴

よ

ら
清
国
を
中
軸
と
す
る
華
夷
秩
序
を
切
り

り
ゅ
う
き
ゅ
う
ち
ょ
う
せ
ん

崩
し
、
清
園
、
琉
球
、
朝
鮮
と
新
た

な
権
力
関
係
を
構
築
し
て
い
く
。
そ
の
過

程
は
天
皇
を
抜
き
に
し
て
理
解
で
き
な
い
。

明
治
十
年
十
二
月
に
清
国
初
代
駐
日
特

か
巴
よ
し
よ
う

命
全
権
公
使
何
知
環
が
来
日
す
る
。
天

皇
は
何
如
理
を
赤
坂
仮
皇
居
で
迎
え
た
。

そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
欧
米
の
公
使
謁
見
と

ま
っ
た
く
同
じ
万
国
公
法
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
歴
史
性
は
、

「
華
」
の
君
主
の
名
代
が
「
夷
」
の
君
主

に
拝
謁
し
、
両
君
主
の
対
等
関
係
（
ど
ち

ら
も
「
皇
帝
」
）
を
訴
え
た
国
書
を
捧
呈

し
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
儀
礼
の
文
脈
を
な
す
の
は
、

四
年

ペ
キ
ン

前
の
副
島
大
使
の
北
京
入
り
で
あ
る
。
清

国
皇
帝
婚
礼
の
賀
儀
が
建
前
だ
が
、
当
時

く
す
ぶ

慎
っ
て
い
た
、
清
国
も
日
本
も
密
接
に

た
い
わ
ん

関
わ
る
台
湾
、
琉
球
、
朝
鮮
の
問
題
の
処

理
が
主
目
的
で
あ
っ
た
。
副
島
大
使
が
清

国
皇
帝
に
謁
見
で
き
な
い
こ
と
に
は
問
題

の
処
理
が
で
き
な
い
。

清
国
政
府
は
、
華
夷
秩
序
に
由
来
す
る

さ
き
き
ゅ
う
こ
う
と
う

三
脆
九
叩
頭
を
副
島
に
要
求
し
て
止
ま

な
い
。
「
君
主
同
様
の
威
権
」
を
持
つ
副

島
大
使
は
、
許
す
は
ず
が
な
い
。
自
分
は
、

へ
い
も
ん

天
皇
に
か
わ
っ
て
清
国
皇
帝
を
再
開
す
る

も
の
で
、
脆
拝
で
き
な
い
こ
と
を
「
三
尺

の
童
子
」
も
理
解
で
き
る
な
ど
と
議
論
を

繰
り
返
す
。

交
渉
が
難
航
し
て
、
副
島
が
帰
国
す
る

い
か
く

と
威
嚇
す
る
や
、
清
国
政
府
は
、
万
国
公

法
的
謁
見
儀
礼
を
よ
う
や
く
認
め
、
六
月

二
十
九
日
に
実
現
し
た
。
画
期
的
だ
っ
た
。

副
島
が
皇
帝
に
奏
上
し
た
国
書
は
日
本
と

清
国
両
君
主
の
対
等
性
を
訴
え
る
が
、
謁

見
儀
礼
は
、
対
等
性
の
演
出
を
意
味
し
た
。

明
治
十
年
十
二
月
何
如
環
が
明
治
天
皇
に

拝
謁
し
た
儀
礼
は
、
こ
の
副
島
大
使
の
儀

礼
的
成
果
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
一
連
の

イ
ベ
ン
ト
に
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
し

い
時
代
の
幕
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
れ
よ
う
。

明
治
政
府
は
こ
れ
以
降
朝
鮮
と
新
た
な

権
力
関
係
を
築
い
て
い
く
が
、
そ
の
過
程

で
も
、
天
皇
の
存
在
が
最
重
要
で
あ
っ
た
。

日
朝
通
商
条
規
が
明
治
九
年
に
や
っ
と
締

結
さ
れ
る
が
、
朝
鮮
側
は
そ
れ
ま
で
は
日

本
政
府
が
国
書
に
お
い
て
天
皇
を
「
大
日

ご
う
ま
ん

本
大
皇
帝
」
と
す
る
こ
と
が
「
倣
慢
」
と

し
、
「
皇
」
の
字
は
「
大
清
」
を
さ
す
、

と
し
て
い
た
。
近
代
初
の
朝
鮮
使
節
団
が

来
日
し
、
天
皇
に
拝
謁
す
る
の
は
、
同
年

で
あ
っ
た
。
通
商
条
規
第
一
款
で
は
、
朝

鮮
国
を
「
自
主
の
邦
」
と
し
、
わ
ざ
わ
ざ

「
彼
此
互
に
同
等
の
礼
儀
を
以
て
相
接
待
」

す
る
、
と
あ
る
。

キ
ム
キ
ス

し
か
し
、
金
締
秀
を
正
使
と
す
る
こ
の

キ
ム
コ
ン
グ
チ
プ

年
の
使
節
団
や
二
年
後
の
金
宏
集
率
い

る
使
節
団
が
赤
坂
仮
皇
居
で
参
列
し
た
の

は
、
む
し
ろ
「
服
属
儀
礼
」
で
あ
っ
た
。
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正
使
は
、
天
皇
出
御
の
小
御
所
代
へ
と
案

内
さ
れ
る
時
、
敷
居
で
「
脆
拝
」
、
小
御

所
代
に
入
っ

て
か
ら
「
敬
礼
」
、
天
皇
に

近
づ
く
と
「
拝
礼
」
を
さ
せ
ら
れ
る
。
天

皇
は
、
正
使
に
「
御
黙
答
」
し
た
。
正
使

が
下
が
り
再
び
「
脆
拝
」
し
た
。

こ
の
服
属
的
力
学
が
基
本
的
に
変
わ
る

テ
ヨ
ピ
ヨ

ン
ホ

の
は
、
越
乗
鏑
の
来
日
（
明
治
十
四
年
）

の
際
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
政
府
は
、
天
皇
か

ら
の
国
書
を
前
年
に
受
け
取
り
、
「
聖
な

る
も
の
」
扱
い
に
し
た
こ
と
で
明
治
政
府

は
満
足
し
た
た
め
で
あ
る
。
今
度
は
、
脆

拝
も
黙
答
も
な
い
、
万
国
公
法
的
な
謁
見

で
あ
っ
た
。

し
か
し、

「同
等
の
礼
儀
」
が
成
立
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
三
年
以
降
ハ
ワ

イ
、
シ
ヤ
ム
（
タ
イ
）
を
含
む
海
外
君
主

の
敬
称
を
「
皇
帝
」
に
す
る
明
治
日
本
だ

が
、
朝
鮮
を
あ
く
ま
で
も
「
王
」
と
し
て

い
る
。
天
皇
が
朝
鮮
へ
派
遣
す
る
「
名
代
」べ

ん

は
、
特
命
全
権
公
使
で
な
く
一
段
下
の
弁

理
公
使
。
さ
ら
に
、
対
等
関
係
で
な
い
微

妙
な
表
現
も
あ
っ
た
。
天
皇
か
ら
の
図
書

は

「王
」
の
名
を
上
封
に
し
な
い
。

紅代外交のための明治天皇
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従
来
の
近
代
日
本

の
外
交
史
は
、
天
皇

の
役
割
を
軽
視
し
て

き
た
し
、
明
治
天
皇

研
究
も
外
交
に
目
を

向
け
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
天
皇
と
近
代

日
本
の
外
交
は
、
さ

き
に
論
じ
て
き
た
よ

う
に
密
接
に
繋
が
つ

て
い
た
。

明
治
天
皇
に
与
え
ら
れ
た
至
上
の
課
題

は
、
日
本
が
万
国
と
対
崎
で
き
る
独
立
主

権
国
家
と
し
て
の
承
認
を
列
強
か
ら
獲
得

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
皇
の
儀
礼
的
行

為
は
そ
の
た
め
の
戦
略
と
位
置
づ
け
る
べ

き
だ
ろ
う
。
天
皇
は
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て

も
明
治
政
府
が
華
夷
秩
序
に
と
っ
て
か
わ

る
新
秩
序
を
創
出
す
る
中
軸
と
も
な
っ
た
。

天
皇
は
外
交
の
政
策
面
に
お
い
て
無
力
で
儲

あ
っ
た
が
、
権
力
関
係
の
形
成
に
欠
か
せ
齢

な
い
儀
礼
的
側
面
に
お
い
て
は
、
無
視
で
妖

き

な

い

存

在

で

あ

り

続

け

た

。
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